
　　　　年　　　月　　　日

大阪大学総長殿

私は、貴学に対し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者としての認定を申請します。

※この申請書は「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき文部科学省が定めるＡ様式１に準拠し本学独自様式として改編したものである

申請の種類

申請種類

申請者情報

受付番号

学籍番号

受験番号（新入生のみ）

所属学部・学年等（入学年月）

生年月日（年齢）

申請者連絡先情報

現住所

電話

メールアドレス

日本学生支援機構給付給付奨学金申請（受給）状況

奨学金申請（受給）状況区分 日本学生支援機構給付奨学金「在学採用/追加申請」申請者

申込受付番号

採用候補者受付番号

奨学生番号

備考（併給制限奨学金名等）

大阪大学免除等制度申請確認

過去の高等教育修学支援制度による授業料等減免支援歴

入学金減免支援歴 いいえ

授業料減免支援歴 いいえ

申請者学籍異動（予定）情報

学期末時点の異動状況

今後１年以内の異動（予定）

備考欄

申請者本人の誓約・署名欄（以下の内容及び欄外の注意事項を確認して署名すること）

申請者本人署名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【注意事項】

氏名

高等教育修学支援制度「授業料等減免」認定申請書（新規）
（大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書）

ニ．申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作
成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

イ．大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、授業料等減免と給付奨学金により行うこととしております。このため、日本学生支援機構機構給付奨学金の申込みを行っていな
い場合は原則として行ってください。給付奨学金の申込みがない場合、授業料等減免の申請書類審査等に一定の時間を要します。なお、本学が定める日本学生支援機構機構給付奨学金の申込み
を行わない（行えない）事情があるとき、あるいは申込むことができず本学が認めるときは、この「授業料等減免認定申請書」の提出に加えて本学が個別に指示する書類提出が別途必要となり
ます。該当する場合は速やかに吹田学生センターに問い合わせてください。吹田学生センター電話　06-6879-7088・7089

１．この申請書の記載事項は事実と相違ありません。また、この申請書の内容はすべて申請者が記入しているものです。なお、申請書の記載事項
に事実と相違があった場合、認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する学校から減免を受けた金額の支払を求められ
ることがあることを承知しています。

２．授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて、独立行政法人日本学生支援機構を通じ、大阪大学が同機構の保有する私の給付奨学金に関する
情報の送付を受けること、及び同機構が大阪大学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意します。

３．現在、他の学校において、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免を受けておらず、当該授業料等減免の対象者の認定申
請中でもありません。

４．申請にあたって、私は上記の記載事項を確認し理解するとともに、欄外の注意事項も確認しました。

ロ．日本学生支援機構給付奨学金と授業料等減免の認定の要件は同一であるため、給付奨学金に申し込んだ結果、認定を受けることができなかった（給付奨学生として採用されなかった）場合
は、同じ期間、高等教育修学支援制度の授業料等減免の支援についても受けることができません。、

ハ．予約採用における採用候補者に決定しているときは、採用候補者決定通知のコピーを必ず添付してください。（注）原本は提出しないでください。

入学料 受付 点検

大学記入欄



　　　　年　　　月　　　日

大阪大学総長殿

私は、貴学に対し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者としての認定を申請します。

※この申請書は「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき文部科学省が定めるＡ様式１に準拠し本学独自様式として改編したものである

申請の種類

申請種類 ［例］授業料減免（在学生）／入学料減免+授業料減免（新入生）

申請者情報

受付番号（大学記入欄）

学籍番号 ********

受験番号（新入生のみ）

所属学部・学年等（入学年月） ○○学部○○学科○年（○年○月入学）

○○ ○○

○○　○○

生年月日（年齢） ○○○○年○月○日生（○○歳）

申請者連絡先情報

現住所 ○○府○○市○○○○○○

電話 電話**********　携帯***********

メールアドレス **********@**.**.**

日本学生支援機構給付給付奨学金申請（受給）状況

奨学金申請（受給）状況区分 日本学生支援機構給付奨学金「在学採用/追加申請」申請者

申込受付番号（申請予定者不要） ********-***-****

採用候補者受付番号 ********-***-****

奨学生番号

備考（併給制限奨学金名等） いいえ／〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇奨学財団

大阪大学免除等制度申請確認 はい／いいえ

過去の高等教育修学支援制度による授業料等減免支援歴

入学金減免支援歴 いいえ／****年度　○○大学

授業料減免支援歴 いいえ／****年*月～****年*月（*月）　○○大学

申請者学籍異動（予定）情報

学期末時点の異動状況 いいえ／休学

今後１年以内の異動（予定） いいえ／****年*月～****年*月　留学

備考欄

申請者本人の誓約・署名欄（以下の内容及び欄外の注意事項を確認して署名すること）

申請者本人署名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【注意事項】

４．申請にあたって、私は上記の記載事項を確認し理解するとともに、欄外の注意事項も確認しました。

イ．大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、授業料等減免と給付奨学金により行うこととしております。このため、日本学生支援機構機構給付奨学金の申込みを行っていな
い場合は原則として行ってください。給付奨学金の申込みがない場合、授業料等減免の申請書類審査等に一定の時間を要します。なお、本学が定める日本学生支援機構機構給付奨学金の申込み
を行わない（行えない）事情があるとき、あるいは申込むことができず本学が認めるときは、この「授業料等減免認定申請書」の提出に加えて本学が個別に指示する書類提出が別途必要となり
ます。該当する場合は速やかに吹田学生センターに問い合わせてください。吹田学生センター電話　06-6879-7088・7089

ロ．日本学生支援機構給付奨学金と授業料等減免の認定の要件は同一であるため、給付奨学金に申し込んだ結果、認定を受けることができなかった（給付奨学生として採用されなかった）場合
は、同じ期間、高等教育修学支援制度の授業料等減免の支援についても受けることができません。、

ハ．予約採用における採用候補者に決定しているときは、採用候補者決定通知のコピーを必ず添付してください。（注）原本は提出しないでください。

ニ．申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作
成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

３．現在、他の学校において、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免を受けておらず、当該授業料等減免の対象者の認定申
請中でもありません。

高等教育修学支援制度「授業料等減免」認定申請書（新規）［記入例］
（大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書）

氏名

１．この申請書の記載事項は事実と相違ありません。また、この申請書の内容はすべて申請者が記入しているものです。なお、申請書の記載事項
に事実と相違があった場合、認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する学校から減免を受けた金額の支払を求められ
ることがあることを承知しています。

２．授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて、独立行政法人日本学生支援機構を通じ、大阪大学が同機構の保有する私の給付奨学金に関する
情報の送付を受けること、及び同機構が大阪大学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意します。

入学料 受付 点検

大学記入欄


	Ａ様式１_認定申請書（新規申請）
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